
食中毒における食品安全委員会とリスク管理機関の連携体制

リスコミュニケーション
国民への適切な情報提供

食品安全委員会

・食品健康影響評価（自ら評価
を含む）
・食品危害情報の一元的な収
集及び集積（食品安全総合情
報システム*）
・食品危害情報の科学的分析
・勧告及び意見

リスク管理機関

・食中毒に関連する情報収集
・食中毒調査の実施
・原因物質、病因物質の特定
・食中毒事件の措置
・予防対策

＊：食品安全総合情報システムの整備は平成16～18年度に実施

情報交換体制
・食品リスク情報関係府省担当者
会議等での情報及び意見の交換

データシステムの活用
・食品安全総合情報システム構築
による委員会とリスク管理機関の
食中毒に係る情報の共有

食中毒報告
・リスク管理機関による委員会会
合での食中毒に係る情報の報告

緊急時連絡体制
・情報連絡窓口による第１報の
通報体制と初動時の情報共有

緊急対策本部の設置
・本部の設置、食品安全行政に関
する関係府省連絡会議及び幹事
会の開催


